
取扱説明書 
《特記事項》 

確認事項について  

・乙は、乙の責任と負担において、契約車両の寸法を確認し、以下の駐車場の入庫制限寸法内に

収まっていることを確認した上で使用します（買換え等による車両変更含む）。  

※全長 5.05m 以下､全幅 1.85m 以下※ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ含む､ﾀｲﾔ外幅 1.7m 以下､全高 1.55m 以下､ 

重量 1.6t 以下､最低地上高 11 ㎝以上 

・操作鍵の不携帯等（車内の置忘れも含む）により車の出入庫ができないことについて甲は対応す

ることができません。  

・左ハンドルの車両は場内の構造上ご使用できません。 

 

使用停止について  

・甲は、突発的な停電、集中豪雨等による水害、駐車場施設の故障、駐車場施設のメンテナンス、 

その他本駐車場施設の利用が出来ないと判断した場合、予め乙に連絡または、事前に駐車場

に掲示するものとし、駐車場施設の利用を停止することが出来るものとします。但し、非常の場合

または甲の定休日、営業時間外等、甲が予めこの旨を通知連絡出来ないときは事後速やかに

乙に報告するものとします。  

・甲は、東急桜丘町ビルの電気設備点検の際は、予め、乙に連絡または、事前に駐車場に掲示 

するものとし、駐車場施設の利用を停止することが出来るものとします。 

・甲は、利用停止による乙の被った損害等については責めを負わず、乙は甲に対して金銭その他

一切の請求は出来ないものとします。 

 

契約の消滅について  

・天災地変その他不可抗力により本駐車場の全部または一部が滅失若しくは破損等し、本駐車場

施設の使用が出来なくなった場合には、本契約は当然消滅し、これによって被った損害等につ 

いては甲・乙共に相手方に対して賠償の責を負わないものとします。 

 

操作鍵について  

・本契約の締結と同時に、甲は乙に対して操作鍵を貸与するものとします。乙は入出庫の際に操作

鍵を必ず携帯し、本駐車場を利用するものとします。 

・乙は本契約の終了後、直ちに甲へ操作鍵を返却するものとします。  

・乙の不注意により、操作鍵を破損、汚損、紛失等した場合には、再発行手数料として 1 個につき、 

１，５００円（別途消費税等）を甲に対し支払うものとします。なお、再交付に要する期間、乙は本



駐車場が利用出来ない場合もある事について予め了承するものとします。 

・乙は、操作鍵を破損、汚損、紛失等により使用できなくした場合、甲へ速やかに連絡しなければ

なりません。 

 

操作要領説明書について 

 ・甲は、本契約締結後すみやかに本駐車場の操作説明書類を交付するものとします。 

 ・乙は、本駐車場使用前に、操作説明書類を熟読し、記載された注意事項や操作手順を遵守し

使用するものとします。 

 

《注意事項》 

初回の入庫について 

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検

証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうか

は必ず現地にてご自身でご確認ください。 

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ

時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負

いかねます。 

 

以上 



 








































































































































